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遠隔医療について①

遠隔画像診断 遠隔病理診断

【概要】体組織の画像や顕微鏡の映像を送受信するな
どし、遠隔地の医師が、特に手術中にリアルタ
イムに遠隔診断を行う。

【効果】リアルタイムで手術範囲の決定など専門医の
判断を仰ぐことができる。

【概要】Ｘ線写真やＭＲＩ画像など、放射
線科で使用される画像を通信で伝送
し、遠隔地の専門医が診断を行う。

【効果】専門医による高度で専門的な診断
を受けられる。

大学病院等 地域病院

ネットワーク

CT、MRI画像登録読影ﾚﾎﾟｰﾄ受領CT、MRI画像読込読影結果登録

手術執刀医側

映像／音 コミュニケーション

ネットワーク

顕微鏡コントロール

医師ー医師間（DtoD）

電動顕微鏡

顕微鏡操作
ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

専門医（病理医）側

病理医 担当医

顕微鏡動画像

遠隔相談

【概要】画像を見ながら遠隔地の医師
との症例検討を行うなど、医
師等に指導を行う。

【効果】医療の地域間格差の解消、患
者やその保護者などの安心感
向上につながる。

専門医 （小児科医など）

専門医のいる病院
患者のいる
地域の病院

地域の医師

○ 遠隔医療の活用により、離島など医療資源が十分でない地域においても、必要な医療の提供が可能となる。

○ このため、遠隔医療の活用促進に向け、遠隔医療に用いるICT機器の導入支援について、関係省庁が実施する関連施策とも連
携しつつ、都道府県を通して一層の周知に取り組んでいく。
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令和４年３月15日
第５回 デジタル田園都市国家構想実現会議
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医師ー患者間（DtoP）

遠隔診療（オンライン診療）

【概要】情報通信機器で、測定した生体情報(体温、
血圧、脈拍、尿糖値等)や患者の映像・音声等
を遠隔地の医師へネットワークを通じ送信し
医師に対し有用な情報を提供。

【効果】交通インフラが不十分であったり、高齢化・
過疎のため受診が困難な患者に対する医療の
提供が可能となる。

患者 医 師
指示

診察

ネットワーク

○ オンライン診療については、平成30年３月に「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を策定。
令和２年４月に、コロナ下の特例的措置として初診からのオンライン診療を可能とするとともに、こうしたコロナ下におけるオンライン
診療の実施状況を踏まえ、令和４年１月に指針を改訂したところ。

○ 今後、オンライン診療の更なる活用に向けた基本方針を策定するとともに、地域の医療関係者や関係学会の協力を得ながら、
地域における活用の好事例を収集し、横展開を進めていく。

「オンライン診療の適切な実施に関する方針」改訂のポイント

○ 規制改革実施計画（令和３年６月18日閣議決定）において、

初診からのオンライン診療について、原則としてかかりつけ医

によるほか、それ以外に実施可能な場合について一定の要件を

含む具体案を検討するとされた。

○ これを受け、かかりつけ医以外の医師が初診からのオンライ

ン診療を行う場合の要件として、

・ 初診に必要な医学的情報

・ 診療前相談について

・ 症状について

・ 処方について

・ 対面診療の実施体制

に関する整理を行い、令和４年１月に指針を改訂した。

令和４年３月15日
第５回 デジタル田園都市国家構想実現会議

厚生労働省資料遠隔医療について②



遠隔医療の更なる活用について
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• 直近では、医師法第20条（無診察治療の禁止）との関係を中心に、「オンライン診療の適切な実

施に関する指針の見直しに関する検討会」において、指針の見直しについて議論を行い、今年１

月に改訂を行った。

• 今後は、地域において、オンライン診療を含めた遠隔医療が幅広く適正に実施されるよう、取組

を進めていく必要がある。

現状

• 遠隔医療の更なる活用に向けた「基本方針」について検討。（本医療部会において協議）

【検討の視点（例）】

1. 地域の医療提供体制の確保において、遠隔医療が果たす役割

2. 国、都道府県、医療関係者、それぞれが取り組むべき内容

3. 患者・住民の理解を進めるための取組

4. 個人情報の取扱いや情報セキュリティの在り方 等

• 地域の医療関係者や関係学会の協力を得て、遠隔医療の活用に関する好事例を収集するとともに、
横展開に向け、都道府県等を通じて周知。

今後の取組



（参考）規制改革実施計画
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a. オンライン診療・服薬指導については、新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間、現在

の時限的措置を着実に実施する。

b. 医療提供体制におけるオンライン診療の果たす役割を明確にし、オンライン診療の適正な実施、

国民の医療へのアクセスの向上等を図るとともに、国民、医療関係者双方のオンライン診療への理

解が進み、地域において、オンライン診療が幅広く適正に実施されるよう、オンライン診療の更な

る活用に向けた基本方針を策定し、地域の医療関係者や関係学会の協力を得て、オンライン診療活

用の好事例の展開を進める。

c. 情報通信機器を用いたオンライン診療については、初診からの実施は原則、かかりつけ医による

実施（かかりつけ医以外の医師が、あらかじめ診療録、診療情報提供書、地域医療ネットワーク、

健康診断結果等の情報により患者の状態が把握できる場合を含む。）とする。
健康な勤労世代等かかりつけ医がいない患者や、かかりつけ医がオンライン診療を行わない患者

で上記の情報を有さない患者については、医師が、初回のオンライン診療に先立って、別に設定し

た患者本人とのオンラインでのやりとりの中でこれまでの患者の医療履歴や基礎疾患、現在の状況

等につき、適切な情報が把握でき、医師・患者双方がオンラインでの診療が可能であると判断し、

相互に合意した場合にはオンライン診療を認める方向で一定の要件を含む具体案を検討する。その

上で、対面診療との関係を考慮し、診療報酬上の取扱いも含めて実施に向けた取組を進める。

規制改革実施計画（令和３年６月１８日閣議決定）



（参考）オンライン診療に関するこれまでの経緯
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• 平成30年３月 オンライン診療の適切な実施に関する指針策定

• 令和元年７月 オンライン診療の適切な実施に関する指針一部改訂

（D to P with Dの記載の追加等）

• 令和２年４月 新型コロナの時限的・特例的取扱いの事務連絡発出

（医師が可能と判断した場合に初診からのオンライン診療を実施可能）

• 令和３年６月 規制改革実施計画閣議決定

（オンライン診療の活用や初診の取扱いについて記載）

• 令和４年１月 オンライン診療の適切な実施に関する指針一部改訂

（初診からのオンライン診療を可能とした）

※ 指針の改訂に当たっては、これまで「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直し

に関する検討会」で議論


